
平 成 ２７ 年 １０ 月 定 例 教 育 委 員 会  

 

                    日 時  平成２７年１０月１９日（月） 

                                               午前１０時００分～ 

 

○中島委員長 

 それでは、ご起立願います。おはようございます。それでは、10 月の定例教育委

員会を開催いたします。よろしくお願いします。では、教育総務課長から日程説明を

お願いします。 

 

 １ 日程説明  林教育総務課長 

○林教育総務課長 

 本日は、議案が３件、報告事項 11 件となっております。計 14 件でございます。ご

審議の程よろしくお願いしたいと思います。 

 

○中島委員長 

 若原委員が５分か 10 分ぐらい遅刻されるということですので、とりあえず始めて

おいて、議案に入るころにはいらっしゃるかなあと思います。では、教育長の方から、

一般報告と議案の概要説明をよろしくお願いします。 

 

 

 ２ 一般報告及び議案の概要説明  山本教育長 

○山本教育長 

 それでは、お手元の一般報告に沿って説明をさせていただきます。９月議会で、か

なり長い間、教育委員会が開催されておりませんが、その間にいろいろな行事がござ

いました。 

 ９月９日には、初めての試みでございますが、「教育を語る会」ということで、こ

れまでスクールミーティングということで県立学校に行っていただくことはあったん

ですけど、市町村に実際に出かけて行っていただいて、いろんな団体等も含めた話を

していただくということで、９月９日には、伯耆町で教育を語る会を開催させていた

だきまして、佐伯委員に出席をいただきました。この伯耆町では、学校支援地域本部

ということで、地域の方に学校に入ってきていただくという取組が進められておりま

すが、この地域本部の実行委員会の会議をまず傍聴させていただきまして、どんな議

論が行われているかというようなことをお伺いした後、県の小中一貫校コミュニティ

ースクール関係のモデル事業を受けておられますので、その取組についての意見交換

をいただいたところでございます。伯耆町ではこれから３年をかけて、小中連携した

カリキュラムをつくっていこうというようなことであるとか、その中で教科担任制を

一部導入してみようという計画もお有りのようでして、そのことについて意見交換を

させていただきました。この支援本部の議論を聞く中では、コーディネーターの役割

が非常にポイントとなっているなあということで、伯耆町では学校ごとに、それぞれ



の地域の皆さんと結ぶコーディネーターを配置しているほかに、町全体でそれらの学

校をとりまとめて、その方々にアドバイスをしたり、横の連携を保ったりするコーデ

ィネーターも別に置いておられるということで、その方が非常にいい役をされている

なというふうに思いました。こうしたコーディネーターの配置の工夫なども大いに参

考になりましたし、意見交換の場では、そうしたコーディネーターの方々から出てき

た意見としては、市町村に、以前は社会教育主事がおられたんですけども、その方々

が非常に大きな役割を果しておられたんですが、今は町の部局に異動されたりという

ことで、社会教育主事というのは前面に出ていないということで、そうした方々にも

っと光を当てて活躍をしてもらってはどうかというようなことでありますとか、ある

いは家庭の教育力が落ちているということを随分気にしておられまして、とくにいろ

んな仕掛けをして研修会なども設けるんですが、そうしたことに出てこられない家庭

にどうアプローチしていくかということで、訪問指導をしてでもアプローチできるよ

うな、そんな体制作りが必要ではないかといった意見が出ていましたので、この辺り

は私どもと同じような課題意識を持っておられるということで、何か来年に向けてそ

こで工夫ができないかというような意見交換を行ったところです。こうした市町村に

も出かけて行って、とくに市町村が絡むので、県が直接なにかということは難しい分

野ではありますけれども、市町村と連携して何か進めていくようなそうした予算であ

りますとか、そうしたところの意見がここで吸いあげられたらと思っています。また

後日、南部町の方でも、この教育を語る会を開催させていただこうというふうに思っ

ております。 

 ９月 11 日から 10 月 9 日まで、９月の定例県議会が開催されました。自民党の野坂

議員、民主党の興治議員の代表質問ほか、12 名の議員から一般質問を頂戴しました。

詳細につきましては別添で議事録等を付けさせていただいておりますのでご覧いただ

きたいと思います。今回は教育問題、多岐にわたるんですけども、美術館の整備につ

いてというのが、一番、項目的には多くございまして、コンセプトあるいは整備につ

いても「現実的な案をつくっていくべきではないか」といったような意見であります

とか、運営方針につきまして、独立行政法人による運営についても検討はしているん

ですけども、そこについては慎重に検討すべきではないかといったご意見であります

とか、それから、建設場所をどうするかということについて、これは知事の方も含め

て質問があったわけですけども、今は全体について検討していただくような検討委員

会をつくっているんですけども、その中でも特に場所について検討していただくよう

な仕組をつくって検討してはどうかというようなことで、これからそうした方向性で

進めていくことになろうかと思いますが、そうした議論が行われております。また、

教員の多忙な状況の解消に向けてしっかりと取り組むべきといったご意見であります

とか、あるいは主権者教育、これもしっかりと取り組むべきという議論。それから、

鳥取養護学校の医療的ケアの議案に関連して、特別支援教育しっかり取り組むべきと

いったこと、特に医療的ケアの体制づくりについてしっかり取り組むべきといった意

見のほかに、保護者や地域といい関係をつくるために、少し学校を説明するような物

はないか、あるいは心理とか医学の関係の専門家を交えたような支援体制ができない

かといったようなことを頂戴しております。また、運動、部活動の指導者のことにつ



いても何人かの議員からご質問があったところでございます。こうしたことの答弁の

中で、いろいろ約束もさせていただいておりますので、そうしたことの対応を今後し

っかりと行っていきたいというふうに思っております。 

 ９月 18 日には、倉吉東高でのスクールミーティングを行っていただきました。委

員長と私とはちょっと所用のために出席できませんでしたが、65 分の授業をやって

いるというのが倉吉東高の特徴でございまして、all Engish の授業でありますとか、

主にアクティブラーニングの実践についてご覧いただいたところでございます。いろ

いろ一方では課題もかかえているようでございます。土曜授業の円滑な実施でありま

すとか、そうしたことも出ております。 

 ９月 22 日には、今年で２回目となります高校生の手話パフォーマンス甲子園、今

年度は米子でございまして、今年も佳子内親王がおいでになりましたけれども、大変

盛りあがった中、県内からは鳥取聾学校、境港総合技術高等学校、鳥取城北高等学校

の３校が出場し、全国 20 校の中で競い合いを行いましたが、昨年度より随分グレー

ドアップしているというふうに私は感じました。その中でも非常に芸術性の高かった

奈良の聾学校の生徒が最優秀をもらったということで、実はこの奈良の聾学校の生徒

を今度の土曜日に行われます県内の特別支援学校合同文化祭にもきていただいて、演

技をしていただくようにしております。何とか広くこの手話の大会をご覧いただけな

かった方にご覧いただきたいところでございます。また、この取組をもう少し県内の

他の学校にも広めていきたいなあというふうに考えておりまして、今県立学校から来

年度に向けて予算のヒアリングをしておりますが、一部の学校などには働きかけを行

っていくことにしております。 

 ９月 26 日には、和歌山国体の開会式がございまして、私は出席してきましたが、

今年度は総合 40 位ということで、まずまずの成績であったというふうに思っており

ますが、その中でも少年勢が随分活躍をしてくれておりまして、弓道の女子のチーム

が優勝、あるいは男子のチームが準優勝ということで、弓道についてはこの少年だけ

で、全体の弓道の中の総合優勝を勝ち取ったということで非常に活躍をしたほか、ボ

ートで米子東高の高島美晴と永井理湖のペアが優勝ということでありますし、自転車

でも倉吉産業高の金田選手が優勝。登山でも中央育英のペアが準優勝ということで、

非常に活躍をしてくれたということでございます。資料を配布しておりますので、詳

しくはご覧ください。 

 10 月１日には、第３回 ICT 活用教育推進チーム会議、これは内部の会議でござい

ますが、いろいろな ICT の利活用についての議論を行っておりますが、この度はネッ

トワークに関して非常にセキュリティーが県全体として、まだまだ脆弱な面がありは

しないかということで、全体のシステムの話でありますとか、セキュリティーに対す

る教職員の意識を高めていく必要があるんではないかといったことですとか、情報モ

ラル教育について、学校で生徒に対する情報モラル教育を、教員がしっかりできるよ

うな体制づくりに向けて取り組んでいく必要があるんではないかといった意見交換を

行っておりまして、この中で来年度の予算要求を考えております。 

 10 月２日～３日には、県立図書館開館 25 周年記念シンポジウムを開催しておりま

す。知事も議会の合間を縫って挨拶にご出席をいただきました。全国的にも注目され



ている中、全国から多くのお客さんを得ての記念のシンポジウムを行ったところであ

ります。また先般の週刊ダイヤモンドに注目されている図書館ということで、ナンバ

ーワンになったということで、益々これから図書館には、市町村あるいは学校の支援

も含めて、取り組んでいっていただきたいというふうに感じたところです。 

 10 月５日には、青翔開智でのスクールミーティングに委員長を含めて出席をいた

だいたところです。 

 10 月９日には、近畿高等学校総合文化祭企画委員会、構成県の方にも集まってい

ただいて最終的な決定を行ったところでございます。取り組みを含めて報告事項のと

ころで報告させていただこうと思いますが、開催までに１カ月近くになりましたので、

いろんなところで PR も含めて紹介していきたいということで、10 月 14 日には生徒

の実行委員会の主立ったところが知事を訪ねて行って、「おもてなし」の弁当を紹介

したり、キャラクターを一緒に連れていきました。 

 10 月 13 日、今後に向けての取組ということで、とっとり元気づくり推進本部が、

元気づくり総合戦略というのを最終的にとりまとめるということで、会議を開催した

ところでございます。知事の方からは、これはとりあえず県民と共有できるビジョン

を描いただけなんで「これでみんな安心しないように」ということで、この実現に向

けて行動計画をしっかり取り組むように、と発破がかかったところでございます。同

時に新年度に向けて戦略会議が開かれまして、そこでそれぞれ関係部局長から一言ず

つ話をしてということで、私の方から教育の関係では、東京オリンピック・パラリン

ピックが開かれる 2020 年度に向けて非常に大きな、大学入試等々の改革も含めて改

革が行われるので、そこをにらんで早め早めにしっかりと準備をしていくようなこと

を考えていきたいということでありますとか、家庭教育に関連して貧困による問題を

しっかりとらえるような取組、アプローチもしていく必要があるということと、一方

では非常に学校教育に過大な期待あるいは仕事がかかっていて、教員は非常に多忙な

状況にあるので、その解消に向けて何か具体的な取組をしていく必要があるといった

こと、そうしたことを重点に取り組みたいということを申しあげたところでございま

す。また、これは後程委員協議会の中で、皆様にもご議論いただきたいと思います。 

 また、同日、環境大学との意見交換会を行いまして、県内の受験者が、とくに環境

の学科の方が低いということで、そうした受験生の増加について、どう取り組んでい

くかということでありますとか、環境大の卒業生が教員になっていただく、そうした

学生を増やすにはどうしたらいいかというような意見交換を行ったところです。 

 10 月 14 日には、いじめ問題対策連絡協議会の開催をいたしました。詳細は後程報

告させていただきたいと思いますが、国の方で「９月１日に自殺者が非常に多くな

る」といったようなデータがありまして、それをもとにいろいろな通知が出たりして

おりますので、そうしたことへの対応でありますとか、今回からテーマ別にメンバー

を絞って内部協議として、本音の話をいろいろしようということで、今回は、SNS 対

策グループと、児童生徒が自ら相談したり、自らいじめについて訴えたり、そうした

自治力という言葉を使っていますが、そうしたものを付けていくためにはどうしたら

いいかといったこと。もう一つは子どものサインを見逃さないようにするためにはど

うしたらいいか、という三つの部分でそれぞれ意見を伺ったところでございます。SN



S 対策では、PTA の協議会の方がメディア 21 ということで、９時以降はそういうもの

を使わないようにしようという運動を、PTA の方で繰り広げられています。それにつ

いては県の方もぜひ協力してほしいという話もありまして、新年度具体的な行動とし

て結びつくようなものをこの中で出していって、必要なものについては予算措置をす

るなど対応を進めたいというふうに思っております。 

 10 月 15 日、全国公民館研究集会が開催されました。いろんな事情の中で、地方で

一堂に会して大会を開くのは、この鳥取大会が最後になるということで、これも２千

人近い参加者が全国からおいでになり、知事・副知事もそれぞれ大会でありますとか、

レセプションに参加をいたしました。各県からは、鳥取の公民館に対する思いだとか

取組が素晴らしいという賞賛の声が多かったと思います。 

 最後に 10 月 17 日土曜日に、米子西高等学校創立 110 周年記念式典があり、佐伯委

員によりますと大変盛りあがったということであります。 

 一般報告については、以上でございます。次に議案について、本日３件の議案をお

願いいたしております。議案第１号、平成２７年度の鳥取県教育委員会表彰につきま

しては、本年度の表彰対象者について決定をいただこうとするものでございます。第

２号、鳥取県立学校管理規則の一部改正につきましては、特別支援学校において医療

的ケアを充実するために、新たに常勤の看護師を配置するということで、この度の９

月補正予算で予算措置をいただいたところでございますが、それに伴う必要な法令等

の整備を行おうとするものでございます。議案第３号、鳥取県文化財保護審議会への

諮問につきましては、若桜町の西方寺庭園を名勝に指定することにつきまして、県の

文化財保護審議会の意見を得ようとするものでございます。私からは、以上でござい

ます。 

 

 

 ３ 議  事 

 (1) 議  案 

○中島委員長 

 では、議案に入りたいと思います。今日の署名委員は松本委員と佐伯委員でござい

ます。それでは議案第１号なんですが、第１号は人事に関する案件ですので非公開で

行うことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、非公開とします。

関係課長以外の方はご退席願います。 

 

【非公開】 

議案第１号  平成２７年度鳥取県教育委員会表彰について 

 

○中島委員長 

では、議案第２号について、説明をお願いします。 

 

議案第２号  鳥取県立学校管理規則の一部改正について 

○足立特別支援教育課長 



 県立学校管理規則の一部改正について、説明させていただきます。１頁をお願いし

ます。概要について書いております。教育長の方からも報告いただいておりますが、

特別支援学校における医療的ケアの充実を図るために、９月議会において人件費の予

算措置が行われたところでございます。これを受けまして学校管理規則の中に、看護

師の職を加えるということで、今回規則改正をしたいと考えております。具体的には

２頁をご覧いただきたいと思います。管理規則の中に、学校栄養士の職務があります

けど、ここに学校看護師長等ということで、特別支援学校に、学校看護師長、学校看

護主幹、学校看護主任、学校看護師、これは職務に応じてというかたちで職名を代え

ておりますけれども、置くことができる規定。更には２項として、学校看護師長等は

校長の監督を受け、児童及び生徒に対する医療的ケアの業務に従事する。３項として、

学校看護師長等は教育委員会がこれを任命するというかたちで規則を整備しようと考

えております。なお、これ以外にも職務設置に当たって人事委員会規則の改正も必要

となって参ります。給料表の適用に関する規則でありますとか、職員の職務の級に関

する分類に関する規則といった人事委員会規則につきましては、人事委員会におきま

しても今日、人事委員会が開かれる予定でございますので、その中で規則改正を決定

されるというふうに伺っているところでございます。この改正については公布の日か

ら施行するということにさせていただいているところでございます。以上でございま

す。 

 

○中島委員長 

 今までは、看護師に関する規則は一切無かったんですか。 

 

○林教育総務課長 

 管理規則上は基本的に正職員に関して、それぞれ規則を明記してというかたちです

が、非常勤職員等のところについては、ある程度予算等の運用ということで、その他

技術職員というような包括のところで、基本的には読んでいるところです。 

 

○中島委員長 

 非常勤じゃない常勤にするから、これを入れなければならないということですか？ 

 

○林教育総務課長 

 そうです。常勤的な職員となりますと、当然、給与形態とか明確に位置付けておか

なければならないからです。 

 

○中島委員長 

 学校看護主幹とか、学校主任という方も看護師の方なんですか？ 

 

○足立特別支援教育課長 

 はい、職名として、学校看護師長という身分がいわゆる病院等で言えば、看護師長

に相当するという。それから学校看護主幹というのは学校看護師長と主任の間という



ような看護師で、職務を明確に分けた方がいいだろうということで、基本的には看護

師の方が職務の級が変ることによって職名を変えていこうという。事務で言えば主事

とか係長、課長補佐といったようなことです。 

 

○中島委員長 

 では、議案第２号についても、原案どおり決定といたします。 

 

 

議案第３号  鳥取県文化財保護審議会への諮問について 

○中島委員長 

 では、議案第３号について、説明をお願いします。 

 

○木本文化財課長 

 では議案第３号、鳥取県文化財保護審議会への諮問についてお願します。資料の１

頁をお願いします。文化財の県指定を行うに当たりまして、条例の規定により、鳥取

県文化財保護審議会のご意見を求めようとするものでございます。今回の案件は名勝、

西方寺の庭園でございます。若桜町でございます。西方寺は慶長年間に若桜鬼ケ城主

の議を受けまして寺領の寄進を受けられている寺でございまして、場所は若桜駅の南

東側 200 メートル程度の位置、若桜町メインの通りから一本北側にある蔵通りという

通りがございますけれども、そちらの方に面したところに位置しています。庭園の方

は境内の北側、これはお寺の裏側になりますけれども、背景の山を借景として池を中

心に、その池をぐるっと巡っていただくようなかたちで設けました回遊式庭園でござ

います。明治７年の若桜地区の大火の際に本堂などの建物が消失をしておりますけれ

ども、庭園の方は類焼を免れておりまして、作庭は 17 世紀というふうに言われてお

ります。県南東部に残る代表的なお庭でございまして、当時の庭園文化を考察する上

で重要なものというふうに考えております。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

○中島委員長 

 この指定を諮問したいということですね。 

 

○木本文化財課長 

 はい。 

 

○坂本委員 

 管理は今どなたがされているんですか？ 

 

○木本文化財課長 

 西方寺さんが。お寺さんです。 

 

○中島委員長 



 では第３号も、原案どおり決定といたします。 

 

 

  (2) 報告事項 

      ○中島委員長 

 では続いて、報告事項に移ります。報告事項は、アからキについて説明をお願いし

ます。その後まとめて質問をさせていただきます。アからお願いします。 

 

報告事項ア 平成２７年度第２回鳥取県特別支援学校における医療的ケア運

営協議会の概要について 

○ 足立特別支援教育課長 

 報告事項アについて説明をさせていただきます。平成２７年度第２回鳥取県特別支

援学校における医療的ケア運営協議会の概要についてでございます。１頁をご覧いた

だきたいと思います。本県の特別支援学校における医療的ケアについて、その実施体

制の整備と充実に向けた検討を行うため、医療的ケア運営協議会を設置しております。

今年度第２回運営協議会を開催しましたので、概要を報告させていただきます。第２

回目につきましては、９月４日に西部総合事務所で開催しました。内容につきまして

は７月 30 日の第１回に引き続き、今回９月議会での予算をお願いしておりました常

勤看護師の配置について、それから教育支援チームの派遣についてということを中心

に、議論をさせていただきました。更には医療的ケアの手続きについて定める、実施

要綱改正と、新たな学びの場についても意見を伺ったところでございます。以下概要

についてご説明を申しあげます。 

 まず、教育内容の（１）としまして、常勤看護師についてということで、前回７月

の委員会の中で、学校組織の中での位置付けでありますとか、教員の中にもコーディ

ネーターが必要との意見を踏まえまして、定員としてはそこにありますように、学部

主事、自立活動部長、特別支援コーディネーター、養護教諭が連携した医療的ケアの

実施体制を提案し、意見を求めたところでございます。常勤の看護師自体の配置自体

については、特段異論はないところではありますけれども、出て参りました意見とし

ましては、一つ目のポツにありますように画一的ではなく、各学校の実情や特殊性も

考えた上で役割を整理する必要があるんじゃないかという意見。また、二つ目のポツ

にありますように、主治医や学校長の関わりや役割についても、もう少し整理する必

要がある。それから三番目のポツにあります看護師の授業への関わり方ということで、

教室内で連携して医療的ケアに当たるということについて、看護師と教員の共同作業

であるという部分について少し整理が必要ではないかということ。更には、看護師の

専門性の向上に関して研修といったような、プログラムをつくることが必要ではない

かといったようなご意見をいただきました。 

 それから、（２）として、教育支援チームの派遣について地域の実情を踏まえた対

応をすべきであるというご意見を前回いただいておりましたので、今回９月の会の中

では、チーム編成の考え方を東・中・西の県域ごとに、１チームあるいは、県内に１

チームといったような考え方を提案するとともに、意見を伺ったところでございます。



チームの配置・派遣については特段異論はありませんでしたが、チームの派遣目的で

ありますとか、チームが関わる事例、訪問とか通学といったような教育形態に関わる

ものに限定してはどうかといったようなご意見もいただいたところであります。 

 更に（３）として、行政監察の方からの今回の調査における指摘も受けておりまし

た、医療的ケアに関わる実施の内容の変更がある場合の手続きの明記に関しまして、

実施要綱の変更点についてご議論をいただきました。当課の方としましては、変更が

ある場合の手続き、あるいはヒヤリ・ハット事象を教育委員会に報告すること。これ

まで学期末までに報告をするという形にしておりましたけれども、そういったものに

ついての報告のあり方について、ご意見をいただいたところでございます。特に変更

手続き自体について加えるということについてご異論ございませんでしたけれども、

意見としては、学校における医療ケアの方針や目的を明確にして保護者と共通理解が

できるようにといったことを、要綱の中に盛り込むべきでないかということ。それか

らヒヤリ・ハットの事象については、ヒヤリ・ハットの部分と、いわゆる自己アクシ

デントをもう少し明確に整理する必要があるんじゃないかといったご意見をいただき

ました。 

 続きまして、２頁をご覧いただきたいと思いますけれども、更に新たな学びの場と

いうことで、最近、医療的処置の依存度が高い・医療的リスクの高い児童生徒が通っ

てくるということを踏まえまして、より安全に支えていくような学びの場の検討をし

たいということで、委員の皆さんにはご意見を伺ったところでございます。現在の学

びの場として、ここに四角の中にありますけれども、自宅から学校に通学して教育を

受けるという場、通学が困難な児童生徒に対して自宅、家庭等を訪問して、教育を受

けるというやり方、それから入院している児童生徒については病院内で教育を受ける

といったような、主にこの三つのパターンがあるんですけども、これ以外にも、たと

えば医療的に病院の一室を借りて、自宅からそこに通ってくるような方式もあるんじ

ゃないかといったようなことで、ご議論をいただいたところでございます。また、個

々については、まだ議論が深まっておりませんので、今後議論を進めていくことにな

ると思いますけれども、重度の児童生徒に対する教育課程の編成や、指導内容を少し

具体的に示すということや、保護者が教育に対してどのような考えを持っているのか

といったような実態も、もう少しよく把握することが必要でないかといった議論をい

ただいたところでございます。 

 今後、第３回を 10 月 23 日に予定をしておりますので、（１）から（３）につきま

しては、提案を得て、すみやかに施行ができるような対応ができるような形にしたい

と思います。また、（４）の新たな学びについては、もう少し議論が必要かと思いま

すので、継続して議論を行いたいというふうに考えております。報告は、以上です。 

 

報告事項イ 平成２６年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調

査」について 

 

○音田いじめ・不登校総合対策センター長 



 続きまして、報告事項イ、平成２６年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問

題に関する調査」につきまして、報告させていただきます。いじめ・不登校総合対策

センターの音田でございます。資料の方をご覧ください。９月 16 日に公表になりま

した、平成２６年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」で、

暴力行為、不登校についての概要について説明させていただきます。 

 まず、暴力行為発生件数ですけども、そこに概要を示しておりますように、小中校

でいきますと、小学校では前年度より６件減少、中学校では発生件数は前年度より５

件増加、高等学校では 64 件で前年度より 12 件増加というかたちになっています。小

・中・高すべての児童生徒千人あたりの発生件数は 3.2 件で、これは全国の平均を下

回っています。暴力行為の区分のうち、対教師暴力の発生件数が 26 件、これは前年

度と同じ数字であります。それから小学校の暴力行為は６件減少しているんですが、

下の推移表を見ていただきますと分かるように、24 年度から連続して 30 件を越えて

報告が上がってきているという状況でございます。それから中学校の暴力行為の発生

件数は、23 年度までは高い数値だったんですが、24 年度に一度下がり、それから２

年連続で上昇しているという状況でございます。 

 続きまして、（２）小中学校の不登校の児童生徒の状況でございます。これにつき

ましては、学校基本調査の速報が出たときにもご報告をさせていただいたんですけど

も、小学校では不登校児童数 139 名で、前年度に比べて９名の増加、出現率の割合に

つきましては全国平均を上回って 0.45％を示しています。中学校では不登校生徒数

は 435 人、前年度に比べて 54 人増加しています。不登校の割合は 2.65％で、これは

全国平均を下回っている状況でございます。 

 （３）の概要につきまして、総括をしたものでございますけれども、以前は中１ギ

ャップということで、小６から中１の増加が３倍を越えていたんですけれども、小中

連携等の効果により、これが今２倍程度に押さえられて、その代わり中２辺りで増加

が目立ってきたというところがありました。ところが 26 年度につきましては、また

小６から中１での出現の割合が 2.5 倍という数字になっておりまして、また再び中学

校での増加が目立っているという状況でございます。不登校になったきっかけとして、

小中学校共に不安などの情緒的困乱及び無気力という本人に関わる問題が多いという

状況で、中学校では遊び、非行がきっかけと不登校の増加が目立っております。25

年度に比べて 1.5 倍の増というところでございます。学校にかかる状況におきまして

は、いじめを除く友人関係、学業の不振が多く、家庭にかかる状況では親子関係をめ

ぐる問題が増加しているというところでございます。これも 25 年度の 37 名から、26

年度は 55 名というかなりの数の増加になっています。それから学校による指導の成

果により再登校する、または登校できるようになった児童生徒、登校には至らないも

のの好ましい変化が見られるようになった。これは具体的には一切他との関わりを断

っていたような児童生徒が、何らかのきっかけで学校の関係者等と顔を合わせるよう

になったというような好転した部分を含めています。その割合は全国平均と比較して

も、小中共に高くなっているという状況でございます。詳しくは不登校きっかけの表、

それから、指導の結果登校できるようになった児童生徒等について表をまとめており

ます。以上で報告を終らせていただきます。 



 

報告事項ウ 平成２７年度第２回鳥取県いじめ問題対策連絡協議会の概要について 

 

○音田いじめ・不登校総合対策センター長 

 続いて、報告事項のウ、平成２７年度第２回鳥取県いじめ問題対策連絡協議会の概

要につきましても、いじめ・不登校総合対策センターより報告をさせていただきます。

先程、山本教育長からの話にもありましたが、平成 27 年 10 月 14 日に教育センター

の方で行いました。出席はそこの構成機関の代表者に出席していただいております。

最初にいじめ問題に関する通知等についての説明をさせていただき、その後テーマ別

協議に入りました。これにつきましては、昨年度、平成 26 年度の１年間の会の総括

の中で、お互いの情報交換だけではなく、テーマを設けて突っ込んだ協議をしてはど

うかという意見を採択した形で、テーマにつきましても委員の皆様にご意見を聞いた

上で、この三つの部会を決定しています。それから参加も当日５名から７名の部員の

参加で、それぞれのテーマ別協議を行いました。 

 まず、第１部会の SNS 対策につきましては先程ありましたが、２頁目をめくってい

ただけますでしょうか。上から三つ目の四角ですけども、県の PTA の協議会の方でメ

ディア 21、これは 21 時以降、携帯・スマホの使用を自粛しようとする取組を県 Pの

方が各市町村 Pの方に伝え、そこから各学校の単 Pに伝えるという流れで、今後取組

を進めていきたいという報告がありました。それにつきましては、この連絡協議会の

後の会でもそのことを報告しまして、この連絡協議会もそれに協賛する形で後押しし

ていこうという話になりました。それから、県の高等学校の校長会の方で、スマホの

休みということで、「スマホリデイ」という取組が、月に１日、これは生徒会、先程

自治力の方とも関わるんですけど、生徒会の方から発案されて、スマフホを休ませよ

うというような取組も生徒会がやっているところがあるので、それを全県の校長会の

ときに紹介したという報告もありました。また、一番下ですけども、やはり聞いてほ

しいところになかなか届かない。集会を行っても参加者が少ないということで思い切

ってテレビ CM 等、問題意識の浸透化を図るということもどうだろうかという意見も

出されたところです。 

 それから第２部会、自治力の育成というところですけども、これにつきましても四

角の二つ目ですけども、「折り合う力」というのを大事にして、保護者に対しても、

児童生徒が折り合う力を身につけていくことの重要性を理解するというような人間関

係構築上のキーワードとして出されたということ。その下の四角ですけども、保護者

研修については、多くの保護者が集まるような場で実施する必要があるということ。

更に第２部会の一番下ですけども、仲間づくりのベースとなるルールを保証する力、

「人間関係整理力」等も必要であるということで、これについては次の会に向けて具

体策を検討しようということになったということを聞いております。 

 第３部会におきましては、大人の側が、これは学校関係者及び、保護者、地域です

けども、「子どもたちのサインを見逃さないため」ということで、最初の四角では、

各学校に配置されているスクールカウンセラーであったり、医師会等も外部から学校

に招かれてゲストティーチャーとして、ストレスマネージメントの方の授業等もやっ



ているといった、それが単発にならないように、何かカリキュラムでも整理していく

必要があるのではないかということが、意見として出されたということです。それか

ら三つ目ですけれども、学校現場はサインを見逃さないために、家庭訪問、電話連絡、

心理検査、日記等のやり取り等、様々な取組を行っているということで、この辺りが

非常に岩手県の自死の事案の際にも、生活ノート等のやり取りが非常に注目されまし

たが、ここが、例えば、空き時間の少なさだとか、休憩時間を削ってやっているとい

うことについて、時間を十分確保できるという状況かどうかというような辺りも含め

て、意見が出されたところでございます。それについては、この三番目と一番下の四

番目の意見でも、同様の意見が、配置についても非常勤の配置があり、環境面でも努

力しているが、更にその辺り独自のシステムづくりも検討したらどうだろうかという

ようなご意見も出たところでございます。以上で報告を終らせていただきます。 

 

報告事項エ 平成２８年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験について 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 

 高等学校課の御舩でございます。報告事項エ、平成２８年度鳥取県公立学校教員採

用候補者選考試験でございます。１頁をお願いします。試験概要でございますけれど

も、一次試験につきましてはご報告申しあげました。第二次選考試験でございます。

９月の中旬に実施をいたしました。その結果でございます。各試験ごとの名簿搭載者

数等、表にしておりますが、受験者数は 416 人で、A登載者、これは来年度教員とし

て正式に採用する者が 161 名、B登載者は欠員の状況によって教員として正式に採用

するものです。なお不合格者の中で一次免除資格者というのがございますけれども、

これは優秀な受験者を来年確保するために、不合格者の中でも、各試験項目の選考基

準を一定程度満たす者について、次年度の第一次選考試験を免除するものでございま

す。なお、A登載者の中で、小学校の A登載者には中学校教諭の受験者のうち、併願

者が１名含まれます。B登載者と不合格者の一次免除資格者は、次年度同じ試験区分

で同じ教科のものについては、一次免除するということでございます。 

 ２頁でございますけれども、いろんな特別選考を設けております。身体に障がいの

ある者を対象とした選考について１名設定しましたが対象者はありません。スポーツ

・芸術分野に優れた者を対象にした選考につきましては 17 名が受験し、A 登載２名。

現職教諭を対象とした試験につきまして、20 名受験しまして 15 名の A登載者。社会

実務経験者を対象とした選考、これは高校の専門科目になるんですけども、平成 27

年度から実施をしましたけれども、今年度は１名志願がございましたが試験の段階で

受験せずということで登載されておりません。A登載者のうち５年間を表にしており

ますけれども、試験区分によって人数は違いますけれども、同一の基本の採用の A登

載者でございます。以上でございます。 

 

報告事項オ 平成２７年度末鳥取県立学校教職員人事異動公募制度における公募実施

校の決定について 

 



○御舩参事監兼高等学校課長 

 続きまして報告事項オ、平成２７年度末鳥取県立学校教職員人事異動公募制度にお

ける公募実施校の決定でございます。公募制度は県立学校で、学校運営上必要とする

能力を有する教職員を公募する制度でございます。それに教職員が応募すると、書類

審査であるとか面接を経て、候補者を決めて決定していくというものでございますけ

れども、各学校で公募を実施したいということが決定しましたのでご報告申しあげま

す。１頁がその一覧となっていますけれども、高校で東部地区は３年間ないんですけ

ど、昨年度ヒアリングをしましたときは、思うように人選をして配置してもらってい

るので公募はなかったんですけども、今年度もヒアリングをしてみましたら、「やは

りある程度そういったことはきちんと人事の中で要求するし、やってもらっている」

というのもございましたし、「科目を限定していくと、今いる職員がやる気を失う」

というようなこともあって、「細かく進めていくよりは大きな枠での公募になる。で

も大きな枠での採用をしてもらっているので」ということでございました。なかなか

この公募制度うまく生かすというところと、実際のところと少し実態として問題があ

るなと感じております。他の地区につきましては、公募でいけるなと。以上でござい

ます。 

 

 

報告事項カ 第３５回近畿高等学校総合文化祭鳥取大会の開催準備状況について 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 

 報告事項のカでございます。第３５回近畿高等学校総合文化祭鳥取大会の開催準備

状況でございます。あと一月ないんですけども、最終的にこの大会を進めていく委員

会も終りました。２の参加状況でございます。747 校、3283 名としておりますが、県

内が 780 名ですので、県外からは 2500 名でございますが、演劇部門でまだ決定され

ていないということですので、例年なみの県外からの生徒は 2700 名ぐらいを期待し

ております。それからこの大会の特徴でございますが、３の生徒実行委員会、ほんと

によくやってくれていまして、27 名の生徒実行委員会ですけども、企画から始まり

まして、どうやって盛り上げていくかという広報活動、総合開会行事まで、先程教育

長からもありましたけれども、おもてなし弁当もつくりまして、それをまた行政訪問

をしてそれを示したり、意気込みを語ったりなどしております。４の広報活動でござ

いますけれども、（１）生徒実行委員会が出て行って PR するというものであります。

それから広告につきましては、広告塔や議会棟横断幕、若桜街道のとおりに高いフラ

ッグを設置いたしました。それから新聞部がカラーで、読みたくなるような新聞を配

りました。それから公式ガイドで図案も生徒がつくりました。それからツイッターも

発信しました。これからまだまだ広報活動もしていきたいと思います。以上でござい

ます。 

 

 

報告事項キ 第２回鳥取県美術館整備基本構想検討委員会の概要等について 



○大場博物館長 

 続きまして報告事項キ、第２回鳥取県美術館整備基本構想検討委員会の概要等につ

いて、ご報告いたします。博物館の大場でございます。９月４日に仁風閣で開催いた

しました。議題としては「コンセプトと必要な機能」ということで、基本構想の基本

部分といいますか、これについて議論いただきました。その資料が４頁以降でござい

ます。まずコンセプトでございますけれども、設置目的として３項目あげております。

「鳥取県にゆかりのある美術の徹底に努める」ということと「国内外の優れた美術を

鑑賞する機会を県民に提供する」これを基本的な目標にしまして、そこだけにとどま

らずに、２番目にあげておりますように、多彩な美術に親しめるような多様な価値観

を共存する文化的に豊かな地域づくりにも貢献するということ、あるいは３番目にあ

げておりますように、県民の創造性を高めて地域の文化力を向上すれば、鳥取県の文

化的な個性や魅力が高まるということで、その高まったものによって県内の多くの人

を引きつけて、新たな交流拠点の核となるような目的を掲げております。なお、こう

した目的につきましては、その下に点線で枠囲いしていますように、委員会の委員と

は別に、個別に専門的事項をいろいろ聞かせていただけるアドバイザー、これも２件。

あるいは昨年度の「現状課題報告」に示されております方向性を踏まえて設定したも

のでございます。 

 更に、これだけではちょっと抽象的で分かり難いということで、「基本的なあり

方」ということで、次の頁をご覧ください。具体的に言うと、どういうイメージかと

いうことでございまして、１番目は今の鳥取県立博物館の美術部門の活用成果を引き

継いで、社会教育施設としてのあり方をきちっと引き継いでいく。更にそこにとどま

らずに、美術に関心のあるお年寄りから子どもたちまでの愛好家だけでなく、一般の

方も気軽に訪れて、美術を介して交流してもらえるような、更には博物館外部のいろ

んな団体や機関、個人に結集していただいて、参加共同していただくという社会の核

にしたい。そうすることによって、美術をめぐる人々の集いの場になって、県民の創

造性を高める。そのようにして高まった鳥取県の文化的な個性を世界へ発信して、多

くの人を引きつける。そうした方向性を目指すとどういった機能を付加することにな

るかということで、７頁以下に整備しております。 

 これにつきましては、博物館の基本的機能であります収集・保管とかいう項目ごと

に整理しておりまして、収集・保管につきましては鳥取県にゆかりのある物を中心に

優れた美術品を収集していく。そして、コレクションを充実させていく。継続的に収

集していくためには余力のある収蔵庫が必要となる。そうしたハード面の機能のほか

に、２番に書かれているように、情報を適切に記録管理し、データベースを整備して

いくような機能につながるような機能を掲げております。更には３番にあげておりま

すように、きちんと次世代に継承するためには環境条件が整備されて、しかも災害か

らも安全でなければいけないということで、そういった機能を備えた収蔵庫が必要に

なるであろう。また、展示につきましては、８頁ですけども、これも３項目あげてい

ますけれども、①収集した作品をなるべく多くの県民に鑑賞してもらえるようにした

い。今の常設展示では 20 年経たないと一巡しません。順次展示作品を入れ換えてい

るんですけども、20 年経たないと今のスペースでは、県民の皆さんに一通り見ても



らえないということがあります。もうちょっと広げないといけない。主要な作家の作

品は常に展示しておけるような、たとえば前田寛治さんの作品なんか常には無いわけ

でございますけれども、これが鳥取の美術館に行けば必ず見れるという状態にしてお

きたい。そのためにはある程度分野ごとの展示室も考えていかないといけないかもし

れない。②大型作品も含めて適切な環境のもとで企画展示できることも必要だという

ことで、それなりに天井の高い展示室も必要になってくる。 

 更にめくっていただきまして、調査研究の方でも、いろいろな調査研究ができる施

設もいる。ソフト面では調査研究の結果を県民に還元できるような機能も必要だとい

うこと。10 頁の方でございますけれども、基本機能とは別に教育・普及関係につき

ましては、いろいろな手法で学習や体験ができるような体験実習室のようなものも備

えておかなければいけない。いろんな人にしていただくためには、いろんな人が参加

できるようなプログラムを提供する。そういったことに対応できるのも必要だ。基本

機能とは別に、地域・県民との共同連携といったことが今後とくに重要になってくる

という視点から、それに即した機能ということで、必要に応じて資料の検索を提供す

るサービスを。めくっていただきまして、大学等いろんな団体や企業と一緒になって

やっていけるように、人に集まってもらえるような機能をつくる。 

 これを核として意見を伺ったところ、１頁の三つの目的を並べて、これを全部やっ

ていこうとしますと、ちょっと無理があるんじゃないかということで、むしろ１だけ

でいいじゃないかと、要するに鳥取にゆかりのある美術の蓄積・継承と、国内外の優

れた美術の鑑賞、学習する機会のというだけでいいじゃないかと。ここが大事じゃな

いかという意見がございました。これに対しまして、４番目のポツのところに書いて

ありますように、やっぱり美術館というのは、魅力ある都市の一部を担うというよう

なものになるので、地域への貢献といったことも視野に検討するべきだとか。あるい

は県民や地域に対して、どうやっていくかをはっきりさせないと、美術館は美術館の

ためにあるようでは、皆さんはこられませんよ、といったご意見もありました。これ

については、目的の１番目が、美術館としての基本的な目的であるということは確か

であろうと思いますが、そのほかのご意見にもありましたように、やっぱりそれが県

民にとってどんな意味があるのか、地域のためにどう役に立つのかといったことをき

ちんと説明できないと、多額の経費を使う美術館の整備について、県民のご理解は得

られないだろうと思いますので、その辺りの関係が明らかになるようにメリハリをつ

けて再整理をしたいということで終えております。 

 そのほかにも漫画等の取り扱い。サブカルチャーですが、これについて美術館とし

てどう対応していくかについて、子どもたちを育てるということが大事だから、子ど

もたちに来てもらえる敷居の低い美術館にすべきだ。その意味では鳥取県の特徴でも

ある漫画やアニメ、更には映像作品といったものまで、枠組を広げてもいいのではな

いか、という意見をいただいた反面、めくっていただいて、「それは非常に難しいで

すよ。トップカルチャーに特化するんならいいんだけども、美術館にちょこっとそう

いう一項目を置いただけじゃなかなかうまくいきませんよ」というご意見もいただい

ておりまして、もうちょっと議論する必要があるかなあと思っております。 



 また、収蔵庫の関係につきましても、「そもそも今回美術館を作ることになったの

は、収蔵庫が足りないということだったので、収蔵庫だけをきちんとやればいいんじ

ゃないか」という極端なご意見をいただいたんですけども、それについては２番目の

ポツに書いてありますように、やっぱり、新しい美術館を作る以上、それだけではだ

めで、県民のご理解を得るためには、収蔵庫だけの話でなくて、美術館としてどうい

う方向でいくのかというのをきちんとしなければいけないということでした。ただ、

こういう話が出るのは、経緯について説明が不足していたのかなあと思っております。

もうちょっと背景について整理した資料を追加提出して、あまり脱線しないようなご

議論がいただければなと思っているところです。そのほかに、美術館といっても、聴

覚的要素を取り入れてみてはどうかと。多少取り入れていくのはいいと思うんですけ

ど、そっちの方にいってしまうと、何を作っているのか訳が分からなくなりますので、

視覚を中心としたものを対象としていきたい。五感をフルに使ってやっていくといっ

た表現方法もあり、そういったものについては当然やっていくんですけども、視覚に

よる美術を中心にする方向は守らないといけないと思います。 

 あと、現代美術について、鳥取県に限らず、もう少し広い視野で考えてはどうか、

という意見がありましたが、現代美術というのは、だいたい現代美術館があるところ

は、近くに近代美術館と普通の美術を扱うところがあった上で、更に現代美術という

パターンが多いので、うちの場合は初めて美術館を作るわけです。いきなり現代美術

というわけには、なかなか難しいかもしれないなあということでありまして、今後も

うちょっと検討していきたいというふうに思っております。いずれにしましても今回、

コンセプトの部分で基本的な考え方の部分で、かなりいろんなご意見をいただきまし

て、１回ではやはり結論は出ないという感じでしたので、次回あらためて議論をして

いただこうと。そういうことで考え方なども再構成して整理したものをご提出して、

もう一度議論をいただこうかなと思っております。その際には、このあと県外の先進

的な美術館を視察していただいています。９月上旬、下旬、10 月 15、16 日、これに

は私も行きましたが、そういったいろいろな施設の状況を踏まえて、もう１度議論し

ていただきたいということで、次回は 11 月２日、博物館で行いたいと思っておりま

す。コンセプト、役割について、もうちょっと議論していただくことをしたいと思っ

ております。一応ここについて、ある程度議論の整理ができたらなあと思っておりま

すが、当初予定しておりました施設設備、立地条件について提示だけはさせていただ

き、ここはまた次回に。本格的な議論は更に次回にということになるかもしれません

けれども、施設設備を、必要な機能を果すためには、どの程度の施設設備がいるか、

どの程度の規模になるか、更には、事業費はどのくらいかかりそうか、そういった施

設であれば、どういう場所に立地するのがいいのか、その条件をどうするかといった

ことについても、提示させていただこうかなと思っているところでございます。以上

でございます。 

 

○中島委員長 

 それでは、アからいきましょうか。 

 



○松本委員 

 突然出てきた話じゃないかと思うんですけど、ヒヤリ・ハットの起きたことの意味

というか、重要性、どの程度あるんでしょうか？ありがちじゃいけないでしょうけど。

やむを得ないようなヒヤリ・ハットということで、あったんだろうか。 

 

○足立特別支援教育課長 

 ヒヤリ・ハットについては、当然学校の中では情報を共有して、そういったことが

起きないような解決策を取っていくということが、まず第一の目的として行っており

ます。が、教育委員会に報告いただいている部分に関しては、それを他の学校にも共

有をしていくという意味で、再発を未然に防止するという観点から、報告をいただく

という形にしているところです。ただ、議会で少し話題になったのは、それが全数の

報告ではなくて、一部の特に今回身体に関わるものについてのみ県に報告するように

なっていたという経過もありまして、議会でもそのところを是正すべきではないかと

いったご質問があったところです。今の協議会の中では、とりあえず全数に戻して、

その中で特徴的なものを私どもの方で共有をして、学校での再発防止、全ての医療的

ケアを行う各学校での情報共有を図っていきたいというふうに考えております。 

 

○松本委員 

 今回、県議会にすごく話が広がっているような印象ですね。いい方向に持っていけ

ばいいと思うんですけど。 

 

○中島委員長 

 問題の指摘というモードから、ある程度議会も含めて、実際こういうことが起きて

いて、こういう方向で努力しているということに関しては、概ね随分安定してきたと

いう感じかなと思っています。この件では、４番の新たな学びの場についてというの

が、少し新しいことなのかなと思うんですけど、これは今日は、鳥取県の場合、子ど

もたちの全体数が少ないということもあって、けっこう障がいのある子どもたちにも

通学を含めて、かなりしっかりした教育の機会の提供ということができてきたという

前提の中で、けれども今、障がいのある子どもたちが増えていて、そういう子どもた

ちのニーズに対して、より深い教育の機会の提供ということでもって、４番の話が出

てきているのかなあと思うんですけど。 

 

○足立特別支援教育課長 

 ４番のところは、すぐすぐという話じゃないんですけど、将来的な話として、今議

論を始めているところです。おっしゃられたように今、重度のお子さんというのが、

非常に増えてきている状況にあります。今度は中央病院等の改修もあれば、県内 ICU

の子どもたちの治療部門も増えてきます。一方で、医療側の方としては、どんどん在

宅に帰すという。治療が済んだ子どもたちについては、在宅に帰すという動きになっ

ておりますので、その子どもたちが自宅で学校に通ってくるという流れになってくる

んです。そういったときに治療行為は必要ではないんだけれども、日常生活のための



医療的ケアというのはどうしても必要になってくる子どもたちが、どんどん増えてく

るという状況です。東部地域ではいわゆる重症心身障がい児といわれる未就学のお子

さんの数というのが他地域に比べて、理由はちょっと分からないんですけど、多いと

いう数字が出ています。これから特に東部地域では、そういうお子さんが就学年限に

達してくるという状況になってきますので、そういうときに子どもたちにとって、ど

ういう環境で学ぶのがいいのかというのを今一度、議論をしておきたいなという思い

から、今回提案をしてご意見を伺っているところです。 

 

○松本委員 

 病院内で教育を受ける場合、教員は養護学校から派遣しているわけですか？ 

 

○足立特別支援教育課長 

 そうです。養護学校から派遣しております。 

 

○松本委員 

 授業がないときは、教員はまた、学校に帰るんですか？ 

 

○足立特別支援教育課長 

 医療センターにずっといるという形で教員を配置しております。鳥取医療センター

の方には、訪問教室ということで、病院内に部屋を作っていただいておりまして、教

員がそこへ通って、そこの中で教育をするという形をしていますので、そこが学校と

いう形で。 

 

○松本委員 

 学校には 33 人ぐらいいらして、医療センター内の入院の生徒さんは今、何人です

か？ 

 

○足立特別支援教育課長 

 ちょっと正確な数は。10 人ぐらいいます。 

 

○佐伯委員 

 10 人の人たちの籍はどこにあるんですか？ 

 

○足立特別教育支援課長 

 籍は白兎養護学校にあります。  

 

○田中次長 

 ですから今、鳥取医療センターの方に入院している子どもたちは、白兎養護なりの

教員が分教室としてそこに張りついているんですけども、今度は重症心身障がいでも

在宅の子が通ってきて、要するにイメージとしては、医療機関の中に、重症心身障が



いの子が通う学校を置いたらどうかというイメージです。日本には、そういう制度が

ありませんので、そういうことを考えていかないと今後障がいの重たい子が増える中

で、養護学校の中に医師や看護師をどんどん確保しないと、医療的ケアが成り立たな

くなる可能性が高くなってくるので、どちらのサイドがアプローチしたらいいのかな

ということで、教育側で議論してみてもらおうかと提案しているところです。 

 

○中島委員長 

 ここでお書きになっている意見では、保護者の方の実態をというのを、非常にいい

ことかなと思っていて、基本的にはもちろん教育を受ける権利があって、義務があっ

てという関係なのですけれども、やはり保護者を含めて、子どもたちにどういう機会

を与えていき、どういうふうに不具合があった場合に、それをバージョンアップして

いこうかというような感じで、能動的に主体的に関わってもらうことがすごく必要な

ことだと思うんで、このコミュニケーションはしっかりとやっていただけたらいいん

じゃないかと思うんです。 

 ちょっとこの話からずれるんですけど、前から少しずつ気にはなっていたんですけ

ど、障がいのある子どもたちへの教育の質の問題なんですけど、これってなかなか絶

対的な評価が難しいんだと思うんですね。能力の幅が一般の学校より更にありますか

ら、我々どうしても機会の提供ということに、まずは意識がいくんですけど、その機

会の中でどういう内容が行われているかということに関してのなんらかの客観化とい

うか、評価というか、そういうことはやはりしていかないとはいけないんじゃないか

と思うんですよね。教科によっては非常に難しいと思うんですけど、その子どもに対

して、その子どもの能力をどれだけ引き出しているか、もちろん指導計画などあるん

だと思うんですけど、その指導計画が適切なのかどうか、それが適切に動いているの

かということに関して、どうなんでしょうか？現状はうまくいっているということな

んでしょうかねえ。 

 

○足立特別教育支援課長 

 実際上、なにか評価のシステムがあるのかと言われると、学校評価とかはあるにし

ても、授業研究会を校内で行う中で、お互いに授業を見合って、子どもの発達段階に

応じて、どれだけレベルを上げているのかという部分は、日々点検をしたり、学校間

を越えて授業研究会を開催したりして、とりあえず専門性の部分は高めていくという

のは確かに、やってきているところでありますけれど、反面、評価という部分は今お

っしゃられるように、明確なものはないんじゃないかなと思います。 

 

○中島委員長 

 この先生は、かなりそれぞれの子どもの能力を引き出しているというケースと、必

ずしもそうじゃないというケースで、学校の中で範囲が分かるんじゃないかという感

じがするんですね。なんとかケースバイケースでそれぞれ努力しなければいけないん

じゃないかなと。 

 



○佐伯委員 

 一人一人の変化というか、変容の見取りの部分というのが、体の不自由さを持って

いる子どもさんだったら、余計にそこでの気づきみたいなのが大切なんだろうなとい

うことと、それから継続していきながらの変化を見ないといけないので、担当の方が

代るよりは、同じ方で子どもの変化を見ていくということと、あとは医療との連携が

非常に大事だと思うので、担当医の先生とか、だいたい医療の方が思われている「こ

れぐらいの発達が可能だろう」とか、「こういうことはできるようになるだろう」と

いう見立てと、教育がアプローチすることによって思った以上に子どもが伸びていく

ということはすごくあることなので、残るところはやはり医療と教育の相互の力を使

いながら、より伸ばしていくということは、病弱部門ではいつも言われていたことな

ので、そこのところを学校が皆さん一緒になって、それを求めていくという体制が無

いとできないと思います。だから現状で満足するんじゃなくて、やっぱり今の校内に

いる子どもたちの力をより伸ばすというか、より能力を伸ばしていくということに向

かって、皆でやっていくという姿勢を持っていないと、通常の学校の子どもたちの成

長よりも、少し時間はかかりますし、それからほんとに見守りだけで終ってしまうと

いうことだってあるんですよね。そこをやっぱり可能性を求めて、どうアプローチし

ていくかということを、皆でやっていかないと難しいだろうと思いますね。 

 

○若原委員 

 特別支援学校にも、学習指導要領というのはあるんですか？何年生ではこういうこ

とを教えるとか、ここまでいけば卒業だというような目安が。 

 

○佐伯委員 

 でもそれは個々の子どもの状態によるので、毎年作るんですけども、この子どもは

こういうことを目指してこういうことをしていく、というような年間計画のようなの

を作っていって、それに向かってはやりますけれども、その学年の子どもさんがみな

同じで、そこまでというのとは違いますねえ。同じ年齢でも発達の度合が違うので、

それに合わせてそれぞれのカリキュラムを、一人一人作っていくと思います。そうで

すよねえ。 

 

○足立特別支援教育課長 

 はい。 

 

○中島委員長 

 基本的にはしっかりやってくださっているんだけれども、そこのところで最近おっ

しゃるような自己研鑽ということをもっともっとという意識を、現場の先生に持って

いただかないと。「いいんじゃないの、これで」となったら。 

 

○佐伯委員 



 そうですね。せっかく持っている子どもの力というのが発揮できないままで、ここ

までできたらいいのかなあ、と思ってしまったらそこまでになってしまいます。でも、

大変情熱を持ってやっていらっしゃる先生もたくさんいますので、そこを少し広げる

というか。日々苦悩というか「これでいいのかな」と思っていらっしゃる先生はいる

ので、そういうときに研修の機会というか、そういうのはとても大事ですよね。喜び

も大きいと思いますよ。子どもに少しでも変化が見られたときには。 

 私は、ここの看護師の授業への関わり方についてということで意見が出ているとこ

ろで、今、看護師の方って関わっていらっしゃいますか？ 

 

○足立特別支援教育課長 

 関わっていても、処置として関わっているだけということなので、授業の中でたと

えば、どういう姿勢で授業中いたら、痰を出しやすくなるかとか、そういうことでの

関わり方ということです。 

 

○佐伯委員 

 担任というか、指導者と看護師との連携みたいなものですよね。やっぱりそこも大

事ですよね。分かりました。 

 

○中島委員長 

 いじめ・不登校の問題も大変重要な問題だと思うんですけど、暴力もそうですが、

もう少しなんとかできないかなあと思うんですけどねえ。 

 

○音田いじめ・不登校総合対策センター長 

 今回、いじめについて再調査が求められまして、そのことについて以前にもご報告

したんですけども、再調査の結果が、公表されるのが 27 日と文科省からきましたの

で、また、いじめ・不登校と関連する部分でもありますし、それから、いじめの件数、

以前に報告をあげているんですけども、岩手の件以降、各都道府県によって把握具合

が非常に違うということも含めて、些細な児童生徒間のトラブルも定義に沿っていじ

めとして認知するようにということで、各市町村を通じて学校の方にも夏休み中にお

願いをして、それを報告したところです。全国的にどの程度上昇するのかは分かりま

せんけれども、かなり、いじめの件数もこれまでに比べて認知件数自体が上がるとい

うことが想定されますし、またその辺りも含めて、不登校との関係であるとか、ある

いは実際に東部・中部・西部、ブロックごとに、市町村の担当主事とも詰めて、効果

的な取組であるとか、学校現場がこういう実際の課題に取り組んでいるというような、

効果的な取組をお互いに共有し合うようなことは、各地区ごとにそれぞれやっている

状況です。ただ、個別の問題も含めていろんな状況が、児童生徒の実態としてありま

すので、なかなか一律に「こうすれば解決する」というところまではいかない難しさ

があるということです。 

 

○中島委員長 



 さっき佐伯委員がおっしゃった「子どもを見る」ということが、もっとできれば変

ってくるのかなあと。 

 

○佐伯委員 

 担任としての見方と、担任外の人が見るところと、またちょっと違ったりするので、

学校としてチームとしての機能もそうだけど、このあいだ訪問した、伯耆町のような

コミュニティーだといろんな人の関わりもあります。学校現場はきちっと子どもたち

を育てたいという意識がちょっと強いのかなあと。少し柔軟性を持って、他の子ども

と同じような活動はできないかもしれないけれども、その人の良さがあるみたいなと

ころで認めていくという方向性を出していかないといけないのかなあと、この頃いろ

んな子どもと関わってて思ったりしました。あとはね、窓口といったらおかしいんだ

けど、保護者の方や子どもの思いと学校の見立てみたいなものとをうまく調整するみ

たいなことは、とても大事なことじゃないかと思って。それをスクールカウンセラー

の方とかに期待はするんですけども、そういう人に限らなくても、学校を取り巻くい

ろんな地域の力とか、そこにいらっしゃる教職員じゃない人の力も借りながら、その

子の持っている良さみたいなものを皆がすくい上げていかないと。今不適応を起こし

ている子どもさんが、いいところが沢山あるんだけども、教室の中ではうまく出てこ

ない、そしてトラブルを起こしてしまったために、自尊感情が下がっていく。そして

自己肯定感も下がってしまいがちになっているという子どもさんが増えているので、

もうちょっといろんな目で見て、良さが皆で共有できたらいいなあと、この頃、特に

思っています。 

 

○松本委員 

 不安や情緒的困乱が理由で不登校の生徒さんが多いから、教師がもう少し見て対処

しないと。これって中学校で急に増えているんですけど、中１ギャップというか、小

学校のときからそういう傾向があった子どもさんが、中学校で不登校になるのでしょ

うか？ 

 

○佐伯委員 

 小学校で休みがちのお子さんって、中学校へ送るときにも、いろんな情報としては

伝えるようにして、「きめ細かく見てください」とお願いをするので、小中はいいけ

ど、今回ちょっと上がっているんですね。 

 

○音田いじめ・不登校総合対策センター長 

 数としてはそこにあるグラフだけ見ると、非常に突出しているように思えるんです

けども、不登校になったきっかけという形ですので、ほんとにいろんな要素があり、

それで 30 日を超えるか超えないかということによって、不登校なのか不登校でない

というところも分けられますので、はっきりといつの段階で不登校のきっかけとなっ

たのが何であるというのが特定できない児童生徒が非常に多いですね。30 日超える

までに何ヶ月もかかって、秋口に数の中に入ってきますので、非常に特定ができれば



指導の手も入りやすいんですけども、そういう意味で本人の無気力が学習面にあった

り、自分の生活状況にあったり、家庭にあったり、いろんな状況が複雑に絡んでいま

すので、そういった意味では個々に応じて、学校現場が対応しているというのが現状

です。 

 

○坂本委員 

 不登校もですが、先生が暴力を振るわれるというのはちょっと気になるんですけど

ね。先生はどういうふうに、その後は仕事はできているんですか？事件にはならない

で。 

 

○音田いじめ・不登校総合対策センター長 

 胸ぐらをつかむとか、蹴ったりというようなことは起こるんですけども、事件まで

にはしていないケースがあるという状況です。 

 

○坂本委員 

 ちゃんと、校長先生から報告は届いていますか？ 

 

○音田いじめ・不登校総合対策センター長 

 上がったケースは、把握していますが、実際は上がってこないケースはもっとある

というふうに思います。実際に上がってきて報告されたケースが、小中高合わせて、

全県で 26 件です。 

 

○中島委員長 

 重傷とかあったんですか、骨折とか。やっぱりコミュニケーション、やっぱり問題

は「見てくれているか、認められているか」ですね。 

 

○佐伯委員 

 指導の結果、良くなったというのが、鳥取県はすごくいいことだなあと思って、こ

れが県の良さだなあと思っているんですよ。だから、年度が変るとか、担任が代って

新しい環境になって、また気持ちも新たに「頑張ろうかなあ」と思っている子どもた

ちに、「ああ、またか」思ってもらわんような学校サイドというか、教師側の気持ち

も切り替えて接していく。可能性というか、一人の子どもの長い将来にとっては、と

ても大切な時期なので、そのことを皆が心にとめて、心を込めて子どもたちに接する

ということをやっていけば、少しずつでも良くなっていくんじゃないかなあと、この

数を見て思いますねえ。 

 

○松本委員 

 なんか一人一人のお子さんのカルテみたいなのは作らないんですか？ 

 

○音田いじめ・不登校総合対策センター長 



 今は作る義務はないんですけども、多くの市町村単位で、学校にそういう形で、特

別支援が必要な児童生徒に加えて不登校の児童生徒についても、作っておられるとこ

ろが増えています。 

 

○松本委員 

 人数的には、作れない数じゃあないですねえ。そうすると、あとで分析もしやすく

なりますねえ。 

 

○音田いじめ・不登校総合対策センター長 

 実際こういう状況だったので、「こんな対応をして、こうなった」ということにつ

いては、分析をしている状況ではあります。 

 

○佐伯委員 

 こんなふうに話しかけるとか、こんなふうに接することによって反応的に良かった

とか。逆にこういうことをしたことにより、心を閉ざしていったみたいなことを継続

して見ていくと、次に担任した方も生かせると思うので、やっていると思いますよ。 

 

○若原委員 

 それは小学校から、中学校に送られますか？ 

 

○佐伯委員 

 たいてい送りますねえ。特に気になる子どもの場合は。 

 

○若原委員 

 その他について、これは、先生が回答されたものでしょうかねえ。本人に確認して

「理由はこれだ」というような。確実なことは言えないですねえ。 

 

○音田いじめ・不登校総合対策センター長 

 はっきり、本人がそういう意思表示、ここには上がっていない部分もあるんですけ

ども、たとえば「勉強が分からない」とか、「部活動でこんなことがあって行きづら

い」とかいう本人が報告したものについては、それぞれカテゴリーがあるので、そち

らの方に分類されるんですけども、なかなか長い期間の間に、担任その他の教員が関

わっても、本人は話さなくなってきたときには、きっかけとしての特定は難しい状況

です。 

 

○中島委員長 

 エの教員採用については、倍率は最終的にどれぐらいになったんですかねえ。受験

者数はなかなか増えないという課題意識があるんですけども。 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 



 表に示しているのは、合格倍率としておりまして、受験者数に対する A搭載者とい

うことで、全体で 4.9 という、これは合格倍率です。 

 

○中島委員長 

 合格倍率としては、どうなんですか？例年的に言うと。 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 

 例年よりは低くなっております。去年 5.1 だったと思います。 

 

○中島委員長 

 じゃ、そんなに下がっているわけじゃないですね。 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 

 鳥取県は比較的多くとっていると思います。特に高校につきましては、専門教科に

なります。今まで大学等の教育学部中心に回っておりましたけれど、商業や農業から

も。 

 

○中島委員長 

 アクティブラーニングも含めて、教え方が変らなきゃいけないとか、子どもたちの

ことをしっかり見なきゃいけないというような課題意識の中で、たとえば試験内容を

見直すとか、改善の余地というのはないんですかねえ。 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 

 それは、いろいろな現場の校長先生方の要望もあります。そうやって考えてみます

と、やはり今回不合格者の中で一次試験免除とかというのも作っておりますので、そ

もそも一次試験の工夫とか、まだまだできるのかなあと。思い切ったことをやってい

く部分は、まだあるなあと思っております。 

 

○中島委員長 

 ユニークな試験科目とか、試験内容になっているという都道府県はあるんですか？

結局、今までいい先生を確保したいということですが、一体、いい先生という基準は

何なのかということだと思うんですけど、しっかり大学生に知らせなければいけない

面とか、鳥取県の教育の魅力はということで、今までやってきた部分もあると思うん

ですけど、それをより具体的に語っていくのに、例えば大学なんかでも欲しい学生像

が変ったら、試験内容も変るということで、やっているわけだから、鳥取県なんかも

そういうことについて、ちょっとご議論いただくようなことはできないですかねえ。 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 

 それは必要だなあとは思っています。思い切ったことをしている県もありますので、

そこは何を考えているのかなあと調べてみたいと思います。 



 

○中島委員長 

 最終的には、教員もいろんな人間がおるということでいいんだと思うんですけど、

やっぱり全体の傾向としては、こういう傾向を強めた方がいいとか、ということも同

時にあるんじゃないかと思うんですねえ。ぜひ検討をお願いします。 

 

○松本委員 

 試験の A登載者は、全員が鳥取県教員として同意されたんですか？ 

 

○御舩参事監兼高等学校課長  

 28 年度の教員として正式に採用することにしています。 

 

○松本委員 

 辞退とかはまだ分からない。例年 B登載者の方々が採用される可能性は。 

 

○御舩参事監兼高等学校課長  

 実際に採用というのは、現実にあるのかということですか？ 

 

○松本委員 

 A 登載者で辞退される方があれば、B 登載者から繰り上げ当選ということですけど、

どの程度。 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 

 A 登載者で辞退される方は経験ないです。 

 

○松本委員 

 B 登載者は喜ぶべき時代ではないんですね。翌年一次試験の免除だけで。 

 

○坂本委員 

 環境大学からも入っているんですか？ 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 

 受験は５名ありましたが、合格は無しです。 

 

○若原委員 

 教職員の人事異動の規模は。教員だけじゃないんですね。職員も。各学校の募集要

項を見ると教諭と書いてあるんですけども。 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 



 一応、応募できる者というところで、現任校で３年以上勤務となる教諭、養護教諭、

実習教諭となっております。 

 

○若原委員 

 公募実施校というのは、簡単にいえば、自分を売りこみたい人は、応募してくださ

いということ。 

 

○佐伯委員 

 この応募数ぐらいはいらっしゃるものですか？ 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 

 なかなか応募がなくて。資料の１頁にありますように、７名が希望し、そのうち４

名が決定したということです。 

 

○若原委員 

 半分ぐらいは、希望して異動できたということですね。 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 

 そのときの学校のマッチングとかで。必ずしも叶うとは。 

 

○佐伯委員 

 もし希望が通らなかったときには、もとの学校に残られるんですか？ 

 

○御舩参事監兼高等学校課長 

 はい。その年の人事異動になります。 

 

○中島委員長 

 美術館のことなんですけど、ベーシックな議論を積み上げた上で、「ここが個性」

ということが出てこないと、魅力のあるものにはならないんだろうなと思うんですね。

議論の段階もあるんですが、このままいくと、いろいろ入っているんですが、何が個

性なのかなあということが見えないと、ちょっと寂しいなあと思うので、何を建てる

のかということですね。 

 

○大場博物館長 

 確かにコンセプト辺りから個性といったものが打ち出せれば、一番いいんですが、

基本的にこれまでやってきたことをベースに考えていくということになりますと、例

えば今の段階で急に現代美術館とかにというような意味での打ち合わせはなかなかで

きない。そういった中で、これまでの実績をまず考えるなら、ゆかりのある美術とか

国内外の優れた美術ということにならざるを得ない。その中で、どうやって特徴を出

すのか。恐らく、基本構想ですので、大本の計画を作ることになるのかもしれません



けれども、そのときと言っては遅いという気がします。その中である程度個性的な目

標を掲げるなら掲げるということをしないと、出来ないような気がしますけど、なか

なかそこが難しいところで、とくに公務員が事務局をしているようなことですと、な

かなか特徴的なものが出にくい。まあ、委員さんの方からいろいろ言っていただけれ

ば、そういうものも出るかもしれませんけれども、それもなかなか難しい部分がある

と思います。一つ言えるのは、少なくとも美術館のための美術館と言いますか、さっ

き言ったような①だけに特化しないと、美術館としての目標を追求するのはいいんで

すけど、それを、どう県に生かすのか、地域に貢献するのか、そこに重点を置くこと

が、最近どこの美術館でもある程度、前提になりつつあるんですが、そこに予想以上

の力を入れていくというのが、一つの特徴たり得るのかなあとは思っています。確か

にそれは課題であると思っていまして、そういうことをほんとは委員会で多少議論し

ていただいて、事務局にそういう味付けをしていただければ一番いいんですけども、

そこは確かに難しいところだなと思っています。 

 

○中島委員長 

 最近は、こういう美術館に限らず、公共的なとか、アートイベントなんかでも割と

バランスに配慮して、同じようなことばっかり言っているんですよ。専修性とか地域

の関わりとか、想像性とかいって、だいたい同じなんですよ。悪くはないんだけど、

そう言っていても、結局、面白いものはできないですよ。 

 

○松本委員 

 メンバーは、美術系にすごく詳しいとか、何か持っている方はほとんどいないんで

すから、どうしても出てくる意見は、一般的などこの美術館でも行っているようなも

のになるんだろうと思うんです。 

 

○中島委員長 

 委員には専門家の方も入っていらっしゃるでしょう？ 

 

○大場博物館長 

 はい。 

 

○松本委員 

 評価の問題ですけど、意見としては出たとしても、じゃあ、誰が決定するかという

ことになると、それを決めるのは誰？それが失敗するかどうかも分からないので、ど

うしても、目的の１・２・３になるんじゃないかなあと思うんですけど。形として１

・２・３でいいんだけども、その中で鳥取県なりでの独自性をどう出せるかというこ

とだと思うんです。それこそ中島委員長とかが入って、意見を変えていくとか。 

 

○若原委員 

 アドバイザーというのは、委員会にも出席されるんですか？ 



 

○大場博物館長 

 いいえ。委員会にはなかなか。美術館全般ではなくて特定分野に詳しい方とか、あ

るいは全般に通じておられるんですけども、時間的にとても委員会に度々出ていただ

くわけにはいかないという方ですので、個別に行ってお話を伺って、その意見を踏ま

えています。 

 

○山本教育長 

 ある程度コンセプトが整理できた段階で、今、委員長が言われたように鳥取県とし

ての個性をどう出していくかという議論を投げかけしてもらったらいいんじゃないで

すか？ 

 

○中島委員長 

 ベーシックな今の議論は優れた議論だと思うんですけどね。 

 

○大場博物館長 

 確かに、委員の中にも美術の専門家がいらっしゃるんですけども、必ずしも美術の

専門家でない方もたくさん入っておられますので、今おっしゃったような話もしたい

なあと思いますので、言葉はいろいろ出てきますけども中身の問題で、それこそリー

ドするような美術の専門の方がいらっしゃって、その方の主観というか、リーダーシ

ップで、ポンと言ってしまうと、かなり特徴的なものが出来る可能性もありますけれ

ども、逆にそういう場合には、市民のコンセンサスが得られないということもありま

すので。 

 

○松本委員 

 その方の好みで作ったみたいな感じで、その人の主張でやると。そういう感じだと、

なかなか難しいかも。 

 

○中島委員長 

 そういう突飛なものという話じゃないんですけど。今のままだと結局、具体的な形

として、割とバランスよく、いろんなことをやりました。収蔵にせよ、外観にせよ、

なんかユニークなものが出てくるきっかけが、どうも無いという気がするんですよね。 

 

○若原委員 

 公立の場合は、なかなかそこは難しいですねえ。 

 

○坂本委員 

 富山県では、知事さんの「ここに作る」というイニシアティブを優先したら早かっ

たという。 

 



○大場博物館長 

 金沢辺りでも基本構想段階ではとんがったところはそれ程無いんですけども、設計

していく過程で建築は建築としてのコンセプトメイキングをされますので、それが多

少とんがっている部分があったりして、当然そういう素地はあったと思うんですけど、

その中のどれかが、どんどんとんがっていったと言う部分はあるんじゃないかと思い

ます。そこがどういうふうにして、例えば建築でそういうのを、建築に本来そういう

のを期待していいものかどうかというのもありますし、場所も決まらないし、特徴的

なものがなかなか出せない。今の段階は、コンセプトが出来てそれに基いて。 

 

○中島委員長 

 じゃあ、今の議論というのは、どこに作るにせよ、ユニバーサルなもので。場所が

決まったときに、そのユニバーサルなものを元にしながら、その場所に限定したとい

うことで、こういう具体的なものを考えていきましょう。そこでのコンセプトがまた

必要で、２段階になると、ちょっと遠回りな話になりますね。 

 

○大場博物館長 

 場所が決まったからといって、前のコンセプトが、がらっとひっくり返せるかとい

うと、それは無理だと思うので、ある程度前のコンセプトの中で、多少飾り付けをす

るというか、その程度のことしかできないと。その程度の整理だったら、わざわざあ

らためて検討作業がいるのかなという話にもなってくると思います。 

 

○坂本委員 

 では、プロポーザルでいろいろなプレゼンをされるんですよね。 

 

○大場博物館長 

 建築についてはですね。 

 

○若原委員 

 大口の寄付とかあれば、感覚としてはその人の意向を聞き入れて。 

 

○大場博物館長 

 そういういい話があるといいですけどねえ。たしかに、先般視察に行ってきたとこ

ろではそういう大口のところがあったりしているようですけど。ただ、公立ですので、

仮にそういうのがあったとしても、その方の意向に全くというわけにはいきませんけ

ど。美術品の大きなコレクションでももらえば、それが一つの大きな特徴になるかも

しれませんけど、そんないい話はなかなか。 

 

○松本委員 

 地元の出身者のというのは、常設展示場でいいんでしょうけど、これだけでは美術

館としては。 



 

○大場博物館長 

 収集のメインはそっちに置くんですけども、鑑賞、学習、要するに展示なり教育普

及の重点は、国内外の優れた美術ということですので、鳥取県にゆかりのある物に限

らないというつもりでいます。そういう二本立てでいくということをうたったもので

す。そう書いてしまうと現代美術に特化することはなかなか難しい。 

 

○中島委員長 

 美術館の公共性の根拠というのは、今の時代、この場所ということを越えて、過去

とつながったり、他地域とつながったりという可能性を保証することでもって、人間

の多様な営みに対して、いろいろアクセスすることができるようになるということが、

公共性の大きな根拠じゃないかなあと思います。だからまずは、国内外の優れた美術

に出会え、僕はどっちかというと、こっちが先にきてくれたらいいと思うんですけど、

且、鳥取県にゆかりのある美術のコレクションで、そのコレクションというのが独立

したものではなくて、必ず何かの流れの中で、例えば、前田寛治の絵もあるわけだし、

そういう具体的な個人から逆に世界の美術の流れをしっかり見ることができるような

流れを作ってもらうとか。そういう意味で、作品だけではなくて、それを通じていろ

んなことにつながり、深めていけるんだという配慮をしっかり作ってもらえるという

ことは、もちろん一番大事なことなんだろうなと思います。 

 

○大場博物館長 

 そういう意味で、１にとどまらず、２や３の方に広がっていくというようにしなが

ら。 

 

○松本委員 

 富山美術館は、ピカソからモネから、収蔵品として常設展示をしている。ああいう

形の美術館にしてほしいですね。 

 

○中島委員長 

 常設展の充実というのは大事ですね。それが単純に西洋史の年代順に沿っているの

でなくて、何かのしっかりした視点でもって整理されているとなると。 

 報告事項は以上でいいですか？では、報告事項を終ります。その他、何か各委員さ

んからございましたら。よろしいでしょうか。それでは、本日の定例教育委員会はこ

れで終ります。次回は 11 月 20 日金曜日ですが、よろしいでしょうか。では、本日の

日程をこれで終了します。ご起立ください。では、これで終了といたします。ご苦労

様でした。 


